
 

資産と費用の区分誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年10月25日から令和４年１月31日まで） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

泉北府税事務所 

 

 

 

 

下記工事について、既存の和式トイレの除却部分相

当額を公有財産台帳から減額しなかったこと、また資

産と費用の額を誤ったことから、本来計上すべき金額

が公有財産台帳に登録されていなかった。 

 

 工事完了日：令和３年３月26日 

（検査日：令和３年３月26日） 

契約名称 金額 

２階男子・女子トイレ洋式化改修他

工事 
1,833,700円 

 

 

保有資産の実態を公有財産台帳において適切に表す

ため、速やかに修正を実施されたい。 

また、固定資産計上基準表等に基づき、適正な事務

処理を行われたい。 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 

別表４ 固定資産計上基準表 

（固定資産計上の基本方針） 

１．取得時点での取引価格（購入代価等）だけではな

く、その財産を取得するために要した付随的支出（詳

細設計費など）も含めて資産として計上する。 

２．取得後に、当該資産の価値を高め、又はその耐久

性を増すことに要した支出は資産として計上する。

なお、この場合における付随的支出についても前項

の規定を準用する。 

３．日常の維持管理、及びき損・損耗した財産の原状

回復等機能維持に要した支出については資産計上し

ない。 

４．既存施設の撤去解体に要した支出については資産

計上しない。 

 

【５】除却・取替処理方針 
１ 売却、撤去等で資産の滅失が生じた場合 
次の方法で台帳から除却を行う。 

（２）１財産の一部を滅失した場合 
⇒除却した部分相当額を減額する。 

 

 

 

公有財産台帳について、大阪府公有財産規則、大阪

府公有財産台帳等処理要領等に基づき、改めて積算し

た除却相当額及び新設取得価格を工事完了日時点で修

正登録し、適正な価額に是正した。 

 また、公有財産台帳の修正により財務会計システム

に生じた差額について、過年度修正損益として修正し

た。 

 今後は、担当職員の研修参加やマニュアル等の周知

等により、事務処理の適正化を図る。 



通勤手当の誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

女性相談センター 

 

通勤手当について、特別休暇等により勤務実績のない月が発生した

にもかかわらず、精算事務が行われていないものが１件あった。 

 

職員 支給対象期間 既支給額 正規支給額 戻入すべき額 

Ａ 
令和２年10月から 

令和３年３月まで 
57,510円 30,580円 26,930円 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、

その原因を確認し、所属のチェック体制の強化や通勤手当に

関するルールの周知徹底を図ることなどにより、再発防止に

向け必要な措置を講じられたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本件は、事務担当者における精

算処理（戻入）の失念によるもの

であり、判明後速やかに、過払い

となっていた通勤手当について戻

入処理を行った。 

 また、所内会議において監査結

果の報告を行うとともに、職員に

対し通勤手当制度の周知及び注意

喚起を行った。 

 今後、病気休暇等により職員の

勤務実績に変動がある場合は、処

理に遺漏のないよう情報共有を徹

底するとともに、職員の直接監督

責任者と給与事務担当者との連携

を密にし、通勤手当やその他の手

当に関しても精算漏れ等が発生し

ないよう注意を払うなど、関係規

則等に基づき適正な事務処理を行

う。 

【職員の給与に関する条例】 

（通勤手当） 

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

２ 通勤手当の額は、６箇月を超えない範囲内で、月の１

日からその月以後の月の末日までの期間として人事委

員会規則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）

につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に定める額とする。 

 

【職員の通勤手当に関する規則】 

（支給対象期間） 

第４条 条例第14条第２項に規定する支給対象期間は、人

事委員会が定める日以降６箇月の期間とする。ただし、

これにより難い場合の支給対象期間は、人事委員会が定

める。 

（支給方法等） 

第18条 条例第14条第１項の職員に対する通勤手当は、そ

の者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日

に支給する。（以下略） 

第20条 条例第14条第１項の職員が、出張、休暇、欠勤そ

の他の理由により、月の１日から末日までの期間の全日

数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月に係

る通勤手当は支給しない。（以下略） 

 

【職員の通勤手当に関する規則の運用について（通知）】 

第４条関係 

１ 人事委員会が定める日は、毎年度４月１日及び10

月１日とする。 



管外旅費の支給事務の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年11月１日から令和４年１月31日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

女性相談センター 

 

 旅費の概算払をしたときは、概算払を受けた者は旅費の確定後30日以内

に精算を行い、支出命令者は同期間内に精算させなければならないが、と

もに当該行為を怠り、精算が遅延しているものが２件あった。 

 

職員 出張先 出張期間 旅費支給額 精算日 

Ａ 滋賀県 令和２年４月９日 3,950円 令和２年５月22日 

Ｂ 和歌山県 令和２年７月20日 2,860円 令和３年２月16日 

 

 

検出事項について、概算払を受けた者に対し、精算の

必要性について周知徹底するとともに、支出命令者によ

る確認を徹底することなどを通じ、法令等に基づく適正

な事務処理を行われたい。 

 

【地方自治法施行令】 

（概算払）  

第162条 次の各号に掲げる経費については、概算払

をすることができる。  

一  旅費 

 

【大阪府財務規則】 

（概算払の精算） 

第47条 支出命令者は、概算払をしたときは、その

債務の額が確定した後30日以内に、概算払を受け

た者に精算させなければならない。 

 

 

所内会議において監査結果の報

告を行うとともに、管外旅費の精

算に遅延がないよう、職員に対し

旅費制度の周知及び注意喚起を行

った。  

今後、旅費事務担当者は、管外

出張旅費の額の確定日の確認を徹

底するとともに、管外出張を行う

職員に対し、速やかに精算報告を

行うよう指導するなど、法令等に

基づき適正な事務処理を行う。  



備品管理の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年 11月２日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

大阪障害者職

業能力開発校 

 

備品出納簿に記載されている下記の備品について、実査したところ現物を確認することがで

きなかった。 

 

品種 
品目 

当初受入年月日 数量 金額 
商品名 

機械器具類 

ОＡ器具類 

平成17年３月30日 １ 889,403円 パソコン（システムネッ

トワーク） 

 

 

 

 検出事項について、現物が確認で

きない原因を特定し、速やかに是正

措置を講じるとともに、法令等に基

づき、適正な事務処理を行われた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事案については、当該備品を不

用決定せずに廃棄したことによる

ものである。 

 是正措置として、速やかに当該備

品の不用決定及び備品出納簿から

の払出しを行った。 

また、校内における備品の管理状

況を再度確認し、備品管理の徹底を

周知した。 

 今後は、備品出納簿と現物の確認

を定期的に行い、大阪府財務規則の

規定に基づき、適正な事務処理を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府財務規則】 

（物品の出納の通知及び帳簿の

記載） 

第80条 物品管理者は、物品の

受入れ又は払出しの必要があ

るときは、出納員に物品の分

類を明らかにして出納の通知

をしなければならない。 

２ 前項の通知を受けた出納員

は、次に掲げる帳簿を備え、

受入れ又は払出しの事実を記

載しなければならない。 

 一 備品出納簿（様式第39号） 

（不用の決定及び不用品の処

分） 

第87条 知事又は第３条の規定

により物品の処分に関する事

務を委任された者は、使用す

る必要がない物品又は使用に

耐えない物品で保存の必要が

ないものについては、不用品

調書（様式第49号）を作成の

上不用の決定をしなければな

らない。 

２ 前項の規定により不用の決

定をした物品は、譲渡、廃棄

その他の処分をしなければな

らない。 
 



時間外等勤務実績の登録・確認の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年 10月 29日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

中部農と緑の総合

事務所 

 

 

 

職員が時間外勤務命令を受け時間外勤務を行った場合には、速やかに時間外勤務

の実績の入力を行い、直接監督責任者は総務事務システムにより、職員の時間外勤

務実績の入力漏れがないか確認しなければならないが、ともに当該行為を怠ったた

め、時間外勤務手当が支給されていないものが１件あった。 

 

職員 事実発生時期 延べ件数 

Ａ 令和３年３月 １件 

 

 

 

検出事項について、速やかに是正措置を講

じるとともに、職員に対し、時間外勤務を行

った場合には、速やかに時間外勤務の実績を

入力するよう周知徹底し、直接監督責任者に

よる確認を徹底することなどを通じ、適切な

服務管理を行われたい。 

 

 

勤務実態を確認し、時間外勤務実績登

録を入力の上、総務サービス課に依頼

し、追給を行った。 

また、職員に対し、時間外勤務を行っ

た場合には、速やかに時間外勤務の実績

を入力するように周知した。 

今後は、職員が時間外勤務実績の登録

を速やかに行うとともに、直接監督責任

者が確認を行い、適正な服務管理を行

う。 

 

 

 

 

 

 



決裁遅延 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年 11月１日から令和４年１月 31日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

南河内農と緑の総合

事務所 

 

経費支出伺書（支出負担行為）の決裁が業務開始後

に行われているものがあった。 

 

業務名称：岩湧の森四季彩館トイレ設備補修作業 

(1)作業履行日  ：令和２年12月16日 

(2)請求日    ：令和３年３月８日 

(3)経費支出伺書の起案日：令和３年３月９日 

(4)経費支出伺書の決裁日：令和３年３月10日 

(5)支出負担行為額：9,900円（役務費）、27,500円（維

持需用費） 

 

検出事項について原因を確認し、所属のチェック体

制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じら

れたい。 

 

 

 

 検出事項は、会計事務について財務規則を十分に確

認しないまま処理したことが原因で生じたものであ

る。 

 会計事務の不備に関し、財務規則に基づく適正な事

務処理の徹底を図るため、関係職員に対し令和３年度

中堅職員向け会計事務研修の資料を用いて研修を実施

するとともに、所属内で情報共有を行い、適正な事務

処理について再確認を行った。 

 今後は、複数人で確認を行うなどチェック体制を強

化することにより大阪府財務規則の規定に基づき、適

正な事務処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府財務規則】 

（支出負担行為） 

第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行

為に関する事務を委任された者は、予算の範囲内

であることを確認した上で支出負担行為をしな

ければならない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をする者

は、経費支出伺書（様式第29号の２）を作成の上、

これを行わなければならない｡ただし、知事が別

に定める場合は、この限りでない。 

 

【大阪府財務規則の運用】 

第39条関係 

２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲

及び時期は、次のとおりとする。 

(2) 経費支出伺書を作成する時期 

ア 競争入札の方法により契約を締結するも

の 

契約の相手方及び契約金額が明らかにな

ったとき 

イ ア以外のもの 

経費支出の相手方又は内容及び支出金額

又は支出限度額を決定するとき。 



決裁遅延 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年 11月１日から令和４年１月 31日まで） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

動物愛護管理

センター 

 

 

 

長期継続契約を締結している下記業務委託契約について、令和

２年度分に係る経費支出伺書（支出負担行為）の決裁が業務開始

後に行われていた。 

 

業務名称：動物愛護管理センターの機械警備業務  

(1)契約日：平成29年５月19日 

(2)委託期間：平成29年７月１日から令和４年６月30日まで 

(3)契約金額：1,044,087円 

(4)令和２年４月分検査日：令和２年５月１日 

(5)令和２年４月分請求日：令和２年５月15日（請求金額17,545

円） 

(6)経費支出伺書の起案日：令和２年５月11日 

(7)経費支出伺書の決裁日：令和２年５月12日 

(8)支出負担行為額（令和２年度）：210,540円 

 

検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を

強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 

 

 

 

検出事項は、財務規則を十分に確認しないま

ま処理したことにより生じたものである。 

今回の会計事務の不備に関して、センター職

員を対象に会計事務研修を実施し、適正な事務

処理について周知徹底を図るとともに、朝礼に

おいて注意喚起を複数回行った。 

また、年度当初に契約等の手続が必要な案件

をリストアップして、手続漏れがないか確認す

ることとした。 

今後は、大阪府財務規則の規定に基づき、適

正な事務処理を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪府財務規則】 

（支出負担行為） 

第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に

関する事務を委任された者は、予算の範囲内である

ことを確認した上で支出負担行為をしなければなら

ない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、

経費支出伺書（様式第29号の２）を作成の上、これ

を行わなければならない｡ただし、知事が別に定める

場合は、この限りでない。 

 

【大阪府財務規則の運用】 

第39条関係 

２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲及び

時期は、次のとおりとする。 

(2) 経費支出伺書を作成する時期 

ア 競争入札の方法により契約を締結するもの 

契約の相手方及び契約金額が明らかになっ

たとき 

イ ア以外のもの 

経費支出の相手方又は内容及び支出金額又

は支出限度額を決定するとき。 


